
 

 

 

 

総務文教常任委員会 資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年９月９日 

 

政策企画部 

 



【大本毘沙門荘について】 

 

所 在 地：亀岡市千歳町毘沙門向畑３３番地 

延床面積：５８６．２４㎡ 

敷地面積：２，４００㎡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外 観 

内 観 



A4



想定境界

市有地境界確定調査測量等業務委託

亀岡市余部町谷川尻 他地内

谷川尻
業務実施場所

【令和６年度 実施内容】

事業費 ￥１，４７８，０００

〇資料調査（公簿、地図、図面）

〇事前調査（境界標識、地形、基準点）

〇筆界調査（現地と資料の照合）

〇立会業務

・現況平面測量

【令和７年度 実施予定】

事業費 ￥２，５６６，３００

〇立会業務

・地権者立会

・境界測量（引照点測量）

・境界確定図作成



 

令和７年９月９日 

総務文教常任委員会 
【 提 出 資 料 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政策企画部 情報政策課 

 

 

 

 

 

 



亀岡市情報化推進計画（R3～R7） 

計画期間の延長について 
 

１ 背景 

本市では、デジタル技術を活用した効率的・効果的な行政運営を目指し、

令和 3 年度から令和 7 年度を計画期間とする「亀岡市情報化推進計画」を策

定し、情報化施策を計画的に推進している。 

この計画は、国の「自治体 DX 推進計画」や京都府の「スマート社会推進計

画」と整合性を持たせた、本市の DX 推進において重要な指針となるもので、

計画期間が今年度末までとなっているため、次期計画の策定に向け検討を行

っている。 

 

２ 国・府の状況 

① 自治体デジタル・トランスフォーメーション（DX）推進計画（総務省） 

計画対象期間 令和 3 年１月から令和 8 年 3 月まで 

令和 8 年度以降の計画検討を行うとされているが、現状提示なし 

② スマート社会推進計画（京都府） 

計画対象期間 令和 5 年から令和 8 年頃まで 

今後も情勢の変化に応じて更新するとされているが、現状動きなし 

③ 基幹システムの標準化 

移行期限 原則令和 7 年度末まで 

全国的に作業が遅延しており、本市も令和 8 年 10 月完了見込み 

    

３ 延長する要因 

上記①・②より、国や府の計画との整合性の確保・反映が困難 

上記③より、基幹システム標準化移行後の業務フローが不透明 

→令和 7 年度では、次期計画を策定するための十分な材料が揃わず、計画

に盛り込むべき中長期的なビジョンや取組目標を描くことが困難 

 

４ 延長の内容 

計画期間 令和 3 年度 ～ 令和 7 年度 → 令和 8 年度 

内  容 基本計画は変更せず、終期のみを１年延長 

行動計画 従来どおり毎年の見直し・項目追加など柔軟に対応 

 

５ 延長の効果 

・国・府の施策と整合性のとれた実効性の高い計画策定が可能 

・基幹システム標準化後の業務フローや課題を踏まえた計画策定が可能 
















